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おお 知知 らら せせ

担当課へ直接電話がつながる
ダイヤルイン

ダイヤルイン番号におかけいただくと、ご用件のある担当課に
直接つながります。ぜひ便利なダイヤルインをご利用ください。

４月から町の組織が変わります

問合せ　総務課　庶務人事担当　☎６２−２１５１

役場庁舎の課の配置が再編成され、ダイヤルインも一部変更となります
　「活力と生きがいを創出する」「子どもたちの未来を創出する」「住みよい豊かな環境を創
出する」という３つの基本方針のもとに、町民の皆さんに利用しやすい、満足度の高いサ
ービスを提供できる効率的な行政を目指して、新しい課の組織で取り組みます。

　健康いきいき課の一部とこども課の一部を統合し、
子育て支援課を新設します。これに伴い、健康いきい
き課で行っていたお子さんの健診や相談・各教室につ
いては子育て支援課に移行し、妊娠期から子育てまで
一貫した支援を行います。
　また、こども課は、教育委員会教育総務課と名称を
変更し、学校教育に関することを担当します。

○子育て支援課を新設
　開発行為に関する事務を県から権限委譲されること
に伴い、開発担当を新設します。

○まちづくり整備課に開発担当を新設

　嵐山町が誇る歴史的資産を継承するとともに、文化
・スポーツの推進を図ります。

○教育委員会文化スポーツ課へ

変
更
後
の
配
置
は
左
図
の
と
お
り
で
す
。

総　務　課 　６２−２１５１
地域支援課 　６２−２１５２
税　務　課 　６２−２１５３
町　民　課 　６２−２１５４
子育て支援課 ★６２−０８２５
健康いきいき課 　６２−０７１６
長寿生きがい課 　６２−０７１８
環境農政課 　６２−０７１９

企業支援課 　６２−０７２０
まちづくり整備課 　６２−０７２１
上下水道課 　６２−０７２８
会　計　課 　６２−０８２２
議会事務局 　６２−４５８７
教育総務課 ★６２−０８２３
文化スポーツ課 　６２−０８２４

★新設又は変更
※ダイヤルイン対応時間：平日８時３０分〜１７時１５分
　（これ以外の時間は、代表番号につながります。）

代表番号（０４９３）６２−２１５０も
これまでどおりご利用になれます

※ナンバーディスプレイ電話をご利用のお客様へ
　ダイヤルイン方式により、役場からお客様へかけた
電話の発信番号がダイヤルイン番号となりますので、
ご注意ください。

嵐　山　町
行政組織図

（組織改正後）

総　務　課 庶務、秘書、文書、人事、給与、財政、財産管理、
契約、ふるさと納税

地域支援課 企画調整、コミュニティ、広報広聴、情報政策、
統計、消防・防災、防犯、交通、人権

税　務　課 町税、国民健康保険税の課税収納、介護保険料、
後期高齢者医療保険料の収納

町　民　課 住民基本台帳、戸籍、国保（資格・給付）、
後期高齢者医療（資格）、年金

子育て支援課 児童手当、こども医療、保育所、学童保育、
母子保健、子育て相談、予防接種（小児）

健康いきいき課 障害者福祉、生活保護、健康増進、検診、
予防接種（成人）、国保（保健事業）

長寿生きがい課 高齢者福祉、介護保険、地域包括支援センター

環境農政課 廃棄物、公害防止、自然保護、空き家対策、
農林業振興、土地改良、新規就農

企業支援課 企業誘致、商工業観光振興

まちづくり整備課 道路、橋梁、河川、都市計画、開発、
土地区画整理、公園

上下水道課 上水道、公共下水道、浄化槽

会　計　課 出納

教育総務課 教育総務、就学援助、奨学資金貸付、教育相談、
幼稚園、小・中学校、学校給食

文化スポーツ課 生涯学習、ボランティア（育成・支援）、スポーツ、
文化財、交流センター、図書館
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